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～ 災害時に支援を必要とする人々を地域で支えよう ～ 

 

 

災害時に災害時に
支援を必要とする人々を支援を必要とする人々を
地域地域でで支えよう支えよう地域地域でで支えよう支えよう

災害時災害時にに
支援を必要とする人々支援を必要とする人々をを

避難行動要支援者

　国の災害基本法改正に伴い、避難行動要支援者の名簿作成が市町村に義務化されました。

　名簿作成のために、対象者には、９月上旬に登録申請書をお送りし、避難行動要支援関係者へ

の名簿提供の同意確認を行います。必ずご確認のうえ、

ご返送ください（施設に入所している人は除きます）。

● 新たに避難行動要支援者対象となられた人

● 昨年、同意・不同意の意思を

　 表示されなかった人

　市では、平常時から避難支援等関係者に名簿提供を行い、見守りや災害時等に活用しています。

そして、一人でも多くの生命を守る・守ってもらいたいという思いで、「地域で支援を必要とする人々

を支える仕組みづくり」を進めています。ご理解とご協力をお願いします。

生活の基盤が自宅にある人のうち、

次の要件に該当する人

❶ 要介護認定３～５の認定を受けている人

❷ 身体障害者手帳１ ・ ２級を所持する人

❸ 療育手帳Ａを所持する人

❹ 精神障害者保健福祉手帳 1級を所持する人

❺ 難病で避難する際に支援が必要な人

❻80歳以上のひとり暮らし高齢者または高

　　齢者のみの世帯

❼ 自ら避難行動要支援者名簿への記載を求め

　  る等、 市長が必要と認める人

※同意されても、避難支援等が必ず保障され 

　るものではありません。

※避難支援等関係者は、避難支援等に関し法

　的な責任や義務を負うものではありません。

　申請は、原則、本人申請です。

　本人が申請できない場合は、配偶者

や扶養義務者など（親権者・法定代理

人等）が代わって行う代理申請もでき

ます。

申請書の記入

問い合わせ先 福祉課社会福祉係　☎２３－１３１１　　 １２６７

太枠内を記入する

本人の状況等を記入する

を入れる

※親権者・法定代理人等とは、同居家族等を

　含め、民生委員や自治会等のことです。

対象となる人
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～避難行動要支援者の申請から名簿提供までの流れ～

 避難行動要支援者の要件に該当する人へ　９月上旬に申請書の送付１

避難行動要支援者

市役所

避難支援等関係者

申請書提出　「同意します」

 市で申請書の確認　　同意された人の名簿を作成

同意

名簿提供

不同意

提出

申請手続き(代理申請も可能)

申請書提出　「同意しません」

① 自主防災組織 ( 自治会 ) 

② 民生委員 ・児童委員

③ 伊佐湧水消防組合消防本部

④ 伊佐市消防団

⑤ 伊佐湧水警察署

⑥ 伊佐市社会福祉協議会

⑦ 校区コミュニティ協議会

⑧ 上記のほか避難支援等に携

　  わる者で市長が避難支援等

　  に関し必要と認める者

　 次の避難支援等関係者へ名簿情報を提供しま次の避難支援等関係者へ名簿情報を提供します。

※名簿を提供された関係者にはには守秘義務守秘義務ががありあります。

名簿に登録・提供することを 「同意します」　「同意しません」 を選択し、 申請書を提出

◎災害発生時の、避難行動要支援者の安否確認や情

　報伝達、避難の手助けなど、できる範囲での手助

　けをお願いします。

　※責任を伴うものではありませんので、災害発生

　　時は、まず自分の身を守ってください。無理な

　　支援をお願いするものではありません。

◎平常時からの避難行動要支援者の見守りなどを通

　して、支援活動が行いやすい環境づくりをお願い

　します。

２

３

４

災害発生時に避難支援を受ける可能性が

高まります。 平常時から見守りや声かけ、

防災訓練等に活用します。

名簿登録後、 避難支援等関係者により、

個別支援計画書を作成します。

避難支援者等関係者への名簿の提供は行

いません。 災害等が発生し、 本人の生命・

身体を保護する必要があると市が判断し

た緊急時には、情報提供・支援を行います。
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ｅ
ス
ポ
ー
ツ
と
は
、
エ
レ

ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
ス
ポ
ー

ツ
の
略
称
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

を
使
っ
た
ゲ
ー
ム
ス
ポ
ー
ツ
を
指

し
ま
す
。
サ
ッ
カ
ー
、野
球
、レ
ー

シ
ン
グ
の
ほ
か
、
シ
ュ
ー
テ
ィ
ン

グ
バ
ト
ル
や
パ
ズ
ル
な
ど
種
目
が

豊
富
で
、
近
年
で
は
全
国
大
会
・

世
界
大
会
も
開
催
さ
れ
る
な
ど
ス

ポ
ー
ツ
競
技
と
し
て
の
注
目
を
集

め
て
い
ま
す
。

　

気
心
の
知
れ
た
仲
間
７
人
と

「
ｅ
ス
ポ
ー
ツ
で
ま
ち
お
こ
し
」

に
取
り
組
む
野
澤
祐
哉
さ
ん
。
３

年
前
、
有
志
と
伊
佐
市
ｅ
ス
ポ
ー

ツ
協
会
を
立
ち
上
げ
、
競
技
を
通

し
て
伊
佐
の
魅
力
化
を
図
っ
て
い

ま
す
。
現
在
は
、
週
３
回
の
地
元

高
校
生
に
よ
る
校
外
ク
ラ
ブ
活
動

の
ほ
か
、
市
教
育
委
員
会
が
主
催

す
る
「
ふ
れ
あ
い
講
座
」
に
て
シ

ニ
ア
世
代
に
プ
レ
イ
の
手
ほ
ど
き

を
し
て
い
ま
す
。

　

だ
れ
で
も
、
ど
こ
で
も
気
軽
に

楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
ｅ
ス
ポ
ー

ツ
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
自

宅
に
居
な
が
ら
世
界
中
の
プ
レ
イ

ヤ
ー
と
対
戦
す
る
こ
と
が
で
き
、

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
同
じ
時
間

を
共
有
で
き
る
点
も
魅
力
の
ひ
と

つ
。

　

し
か
し
、「
た
だ
の
Ｔ
Ｖ
ゲ
ー

ム
」
と
認
識
さ
れ
て
、
新
し
い
ス

ポ
ー
ツ
競
技
と
し
て
な
か
な
か
理

解
し
て
も
ら
え
な
い
現
実
も
あ
る

そ
う
。「
ｅ
ス
ポ
ー
ツ
と
Ｔ
Ｖ
ゲ
ー

ム
の
大
き
な
違
い
は
、
ス
ポ
ー
ツ

マ
ン
シ
ッ
プ
に
則
る
プ
レ
イ
か
否

か
に
あ
り
ま
す
。
ネ
ッ
ト
上
の
誹

謗
中
傷
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い

る
昨
今
、
情
報
モ
ラ
ル
を
身
に
着

け
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
を
育
成
す
る
こ

と
が
と
て
も
大
切
で
す
」
と
話
す

野
澤
さ
ん
は
、
プ
レ
イ
ス
タ
イ
ル

熱
中
！ 

ｅ
ス
ポ
ー
ツ
で
ま
ち
お
こ
し

・
・

や
言
葉
遣
い
な
ど
、
青
少
年
育
成

に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
地
元

高
校
生
を
対
象
に
、
本
格
的
に
ｅ

ス
ポ
ー
ツ
競
技
に
集
中
で
き
る
環

境
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
伊
佐
の

高
校
魅
力
化
に
も
つ
な
げ
た
い
考

え
が
あ
り
ま
す
。

　

ｅ
ス
ポ
ー
ツ
業
界
も
ま
だ
ま
だ

発
展
途
上
。
伊
佐
に
新
し
い
文
化

が
定
着
す
る
よ
う
、
野
澤
さ
ん
た

ち
の
挑
戦
が
続
い
て
い
ま
す
。

▼
ｅ
ス
ポ
ー
ツ
を
体
験
し
て
み
た

　

い
人
は
コ
チ
ラ
ま
で
！

isa.esport0401@gmail.com

イサモリイサモリ

あっぱれ!あっぱれ! Vol.19Vol.19

▲ 「気持ちが若返った」 とシニア世代にも大好評

▲大いに盛り上がった茨城国体 （2019）

野澤 祐哉さん

（伊佐市ｅスポーツ協会 /
鹿児島県ｅスポーツ連合会伊佐支部）
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行政地域住民

ボランティア
活動内容活動内容活動内容活動内容

地域猫活動
を知ろう

　飼い主のいない猫を世話するボランティア団体が、

地域住民の理解と協力を得たうえで、飼い主のいない

猫の不妊去勢手術を行い、エサ場の管理、ふん尿の後

始末等、一定のルールに従って飼養管理し、人と猫と

が共存する地域づくりをしていくという活動です。

　飼い主のいない猫への餌やり行為は、ふん

尿被害・器物損壊・繁殖といった住民相互の

トラブルを引き起こし、全国的な社会問題と

なっています。そこで今、全国的に「地域猫

活動」というボランティア活動を自治体が推

進し、飼い主のいない猫による被害をなくそ

うという取り組みが増えてきています。

１１

不妊去勢
手術の実施

　望まれない命を増や

さないために不妊去勢

手術を行います。

問い合わせ先　環境政策課　☎２６－１０６０

　猫は食事後３時間ぐらいで

排泄行為を行います。餌場の

近くにトイレを作ることでふ

ん害を防ぎます。トイレ後は

排泄物を除去し清潔に保つ必

要があります。

猫への給餌

　決められた場所で餌と水

を与えます。そうすること

で餌やりによるトラブルを

改善します。

トイレの始末

３３

２２

地域猫活動に興味のある人は

ご相談ください

地域猫活動とは

将来的には、飼い主のいない猫を減らしていくことを目的としています。


